
議案第106号 

 

財産の取得について 

 

下記の財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和62年つくば市条例第22号）第３条の規定に基づき、議

会の議決を求める。 

 

令和４年12月１日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青       

 

 

記 

 

１ 取得する財産  香取台小学校管理備品（多目的室関係） 

 

２ 取得金額    金18,577,350円 

 

３ 取得目的    香取台小学校開校に伴い、多目的室関係の管理備品を取得す 

るため 

 

４ 契約の方法   一般競争入札 

 

５ 契約の相手方  茨城県つくば市西大橋599番地１ 

          株式会社協栄エイアンドアイ 



          代表取締役 土田 和彦 

 （提案理由） 

 香取台小学校開校に伴い、多目的室関係の管理備品を取得するため、この案を提

出するものである。 
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